
お問合せ●産業経済課経済振興係　☎ 76-5404

多古町がんばる
小規模事業者応援金

　国や県の給付金の対象とならない小規模事業者で、緊急事態宣言解除後も新型コロナウイルス感染症の�
影響を受けつつ、がんばって事業を継続する皆さんを応援します。

　感染症による売上減少の影響を受けつつ事業を継続していて、今後も事業継続の意思があり
町内に本社または本店を有する「卸売業」「小売業」「サービス業」

⑴　国の持続化給付金や千葉県中小企業再建支援金を受けていないこと
⑵　感染拡大防止策を講じて今後も営業を継続する意思があること
⑶�　緊急事態宣言解除後の令和2年 6月から 12月までのいずれかの1か月の売上減少率が
　前年同月比30％以上 50％未満であること
⑷　令和元年分所得の税務申告で事業収入があり、町税等に滞納がないこと

　「対象小規模事業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、常時使用する�
従業員の数が5人以下の事業者
　※チェーン店、フランチャイズ店など一部対象とならない場合があります。

子
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て

～売上が減少したが、国・県の支援が受けられない方へ～

対象小規模事業者（法人・個人）

主な要件⑴～⑷すべてに該当すること

申請方法　町ホームページより「申請の手引き」をご確認ください。

申請受付期限

申請方法
　⑴　郵送申請（レターパックや簡易書留など追跡できるもの）
　⑵　窓口申請
申請書提出先
　〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584番地
　　　　　　　　多古町役場産業経済課�経済振興係 宛
申請書入手方法
　⑴　ホームページからダウンロード
　⑵　産業経済課窓口

令和 3年 1月 29日（金）
（郵送の場合は令和3年 1月 29日（金）の消印まで有効）

詳しくは、ホームページを
ご覧ください
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ミニすまっぴい

ママパパ教室【全 3回】

子育ての手続きはオンラインで！

子育て

　出産や育児についての不安はありませんか？
　保育士や保健師、助産師と一緒に解決しましょう。
対象●
◦妊婦さんとその家族
◦2歳までのお子さん、お母さん、もしくはご家族の方
内容●
◦出産の準備等についての相談
◦育児・授乳相談
◦子どもとのスキンシップの取り方・遊び方
日程●

会場●保健福祉センター

お問合せ●保健福祉課健康づくり係　☎ 76-3185

　妊娠中期以降の妊婦とその家族の皆さま、楽しく赤ちゃんを迎える準備をしませんか。
内容●（1回目）妊娠中の生活、マタニティヨガ
　　　（2回目）妊娠中の栄養と調理実習、胎児への読み聞かせ
　　　（3回目）新生児を迎える準備と沐浴実習、予防接種や制度について

日程●※参加希望の方は、１週間前までにご連絡ください。

「ぴったりサービス」のご案内
　マイナポータルのぴったりサービスでは、子育てに関する手続きをはじめとして、
さまざまな申請や届出をオンラインで行うことができます。　　　　　　　　　　　　
※�こども園の入園申請は、電子申請のほかに提出していただきたい書類や
　面談等がありますので、一度こども園までお越しください。
※電子申請にはマイナンバーカードと①または②の機器類が必要です。
①Windows パソコンと ICカードリーダライタ
②アンドロイドOSのスマートフォンのうち ICカードリーダライタ機能を有する機種

乳児健診 �
10 月 14日（水）
対象●令和元年11月～ 12月生まれの
　　　乳児と未実施者

2 歳児歯科健診 �
10 月 20日（火）
対象●平成30年 2月～ 5月生まれの
　　　幼児と未実施者
※年度当初の予定から変更となっております

3 歳児健診 �
10 月 2日（金）
対象●平成29年 5月～ 6月生まれの
　　　幼児と未実施者

今月の健診

月 開催日 月 開催日

令和2年 10月 6日（火）、28日（水） 令和3年 1月 12日（火）、26日（火）

　　　　11月 11日（水）、25日（水） 　　　　2月 3日（水）、24日（水）

　　　　12月 2日（水）、15日（火） 　　　　3月 3日（水）、10日（水）

日にち 受付時間 終了予定時間

１回目 10月 5日（月） 午後１時～１時15分 午後 4時

２回目 11月 5日（木）午前9時 45分～10時 午後 1時

３回目 12月 4日（金） 午後1時～ 1時 15分 午後 4時

受付時間●個別に通知します

お問合せ●多古こども園　☎ 76-6050

お問合せ●子育て世代包括支援センター　☎ 76-3322（保健福祉センター内）


